
①通学路対策箇所図（下増田小学校）

①

②

警察：現状維持とさせていただきます。自転車の乗り方指導等

に関してはあらゆる機会を通じて実施していきます。

市土木課：昨年、看板を設置しましたので経過観察とします。

通学路（学校指定）



②通学路対策箇所図（愛島小学校）

①

②

警察：標識の更新と止まれの標示の施工を上申しますが、

止まれについては確約ではありません。

市土木課：「この先一時停止」等の文字入りデリネーター

を設置し、安全対策を行います。

通学路（学校指定）



③通学路対策箇所図（増田西小学校）

①

　　拡大部分

段差補修を行います。
通学路（学校指定）



④通学路対策箇所図（増田西小学校）

①

　拡大したもの

警察：横断歩道の標示に関しては今後も様子を見ていきま

すが、塗り替えが必要な状況ではないため、現状維持とさ

せていただきます。

県土木：段差補修を行います。

通学路（学校指定）



⑤通学路対策箇所図（ゆりが丘小学校）

①

②

「速度注意」等の路面標示を行います。
通学路（学校指定）



⑥通学路対策箇所図（那智が丘小学校）

①

②

警察：小学校前の信号機を利用するよう願います。

市土木課：「速度注意」の路面標示と「交差点有り」の看

板を設置し、安全対策を行います。

通学路（学校指定）



⑦通学路対策箇所図（第一中学校）

①

②

停止線の工事を上申いたしました。 通学路（学校指定）



⑧通学路対策箇所図（名取第一中学校）

①

②

③

警察：一時停止は優先関係を明らかにするため、優先ではない道路に対

し設置するものです。また、歩行者専用道路を含めた標識設置は周辺が

新たに整備された宅地であることから今後の状況を見て検討していきま

す。

防災安全課：当該地区の交通指導隊および安全協会支部あてに情報共有

をし、市民への交通安全意識啓発を行います。

市土木課：歩行者注意等の路面標示を行います。



⑨通学路対策箇所図（名取第二中学校）

①

警察：令和７年６月の時点では他地区の横断歩道と比べ再

塗装は不要と判断しています。再度確認の後判断します。

信号機に関しては信号設置の指針に照らし合わせ検討しま

すがこの場では設置困難で回答します。

市土木課：「横断歩道有り」の文字入りデリネーターを設

置します。

通学路（学校指定）



⑩通学路対策箇所図（名取第二中学校）

①

警察：①古い標識に関しては更新していきます。②標識は

設置間隔があるため増やすことは確約できません。

市土木課：「速度注意」の路面標示を行い、車に対して注

意喚起を行います。

通学路（学校指定）


